
 

多久市グリーンパーク条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

令和７年３月２８日  

 

多久市長 横  尾  俊  彦    

 

多久市条例第１０号 

 

多久市グリーンパーク条例の一部を改正する条例 

 

 多久市グリーンパーク条例（令和４年多久市条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 別表個人使用の部を次のように改める。 

個人使用 多目的広

場 

１日使用 一般 ２００円 

高校生以下 １００円 

回数券（６枚綴） 一般 ８００円 

高校生以下 ４００円 

年間パスポート券 一般 １，６００円 

高校生以下 ８００円 

パークゴ

ルフ場 

１日使用 一般 ３００円 

高校生以下 １００円 

回数券（６枚綴） 一般 １，２００円 

高校生以下 ４００円 

年間パスポート券 一般 ２，４００円 

高校生以下 ８００円 

 別表備考を次のように改める。 

備考 



 

１ 使用料の額は、この表により算出した額に１００分の１１０を乗じて 

得た額とする。ただし、１円未満の端数が生じたときは、その端数を切 

り捨てる。 

２ 回数券及び年間パスポート券の使用料の額は、用具使用料を含むもの

とする。 

 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


